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本重要事項説明書は、当事業所と指定地域移行支援及び指定地域定着支援（以下「指定地

域相談支援」という。）に関する利用契約の締結を希望される方に対して、「障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員

及び運営に関する基準」第5条に基づき、運営規程の概要その他の重要事項を説明するもの

です。 

 

※ 本事業所では、利用者に対して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（以下「障害者総合支援法」という。）に基づく指定地域相談支援を提供します。

指定地域相談支援の利用は、原則として指定地域相談支援受給者証の交付を受けた方

が対象となります。 
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１．事業者の名称等 

名  称 医療法人社団玄洋会 

所 在 地 〒０５９－１２６５ 北海道苫小牧市字樽前２３４番地 

電 話 番 号 ０１４４－３４－２９６９ 

代 表 者 氏 名 理事長 佐藤 寛 

設 立 年 月 昭和５６年４月１日 

 

２．事業所の概要 

開 設 年 月 平成 22 年 12 月 1 日 

指 定 年 月 日 平成２５年４月１日 

名 称 

（事業所番号） 

道央佐藤病院相談支援センター 

（０１３３６０１４０１） 

所 在 地 〒０５３－００２１ 北海道苫小牧市若草町５丁目１０番１号 

電 話 番 号 ０１４４－８４－５３６６ 

管 理 者 氏 名 三浦 一郎 

事業所の種類 指定地域移行支援、指定地域定着支援 

運営の方針 

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域にお

ける生活に移行・定着するための活動に関する相談、その他の必要な支援

を、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、

利用者の移行、適性、障害の特性その他の状況及び置かれている環境に応

じて、適切かつ効果的に行うものとします。 

通常の事業の 

実施地域 
苫小牧市全域 

営業日及び 

営業時間 

月～金 （ただし、祝祭日及び１２月３０日から１月３日までを除く） 

９時～１７時 

主たる対象とする 

障害の種類 
精神障害者、身体障害者、知的障害者、難病等対象者 

第三者評価の 

実施の有無 
無 

 

３．従業者の勤務体制 

 <主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 員数 備  考 

１．管理者 １人    相談支援専門員兼務 

２．相談支援専門員 ３人以上 管理者兼務１人 
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４．指定地域相談支援の内容及び利用者が支払うべき額 

（１）提供する指定地域移行支援の内容 

①サービスの提供方法等についての説明 

②アセスメント 

③地域移行支援計画の作成・変更 

④地域移行支援計画の作成に係る会議の開催 

⑤地域における生活に移行するための活動に関する支援 

⑥関係機関との連絡調整等 

（２）提供する指定地域定着支援の内容 

①サービスの提供方法等についての説明 

②アセスメントの実施 

③地域定着支援台帳の作成・変更 

④常時の連絡体制の確保等 

⑤緊急の事態における支援等 

（３）利用者が支払うべき額に関する事項 

①事業者の提供する指定地域相談支援に関する利用料金について、事業者が市町村からサー

ビス利用料金に相当する給付を受領する場合（法定代理受領）は無料となります。 

②法定代理受領を行わない指定地域相談支援を提供した際は、利用者から指定地域相談支援

に係る地域相談支援給付費の額をお支払い頂きます。 

③事業者が通常の事業の実施地域以外の地域の居宅への訪問を行って指定地域相談支援を提

供した場合には、交通費実費相当額を利用者に請求する場合があります。 

 

５．事故発生時の対応 

（１）本事業所では、指定地域相談支援の提供によって事故が生じた場合には、速やかに都道府県、

市町村・利用者等の家族等に連絡して必要な措置を講じます。 

（２）サービスを提供するにあたって、事業者の責と帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合

には、速やかに賠償責任保険への手配を行い対応いたします。ただし、利用者の故意又は重大

な過失がある場合や天災等の不可抗力等、前記保険に定められている賠償対象外の事由に該

当する場合は、賠償の対象とはならないことや、賠償額を減ずることがあります。 

（３）事故の状況及び事故に際して行った処置等について記録をします。 

（４）本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

    保険会社名  あいおいニッセイ同和損害保険株式会社  

    保 険 名  介護保険・社会福祉事業者総合保険 
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６．障害者虐待防止等の人権擁護の取組等 

（１）虐待防止に関する責任者の選定 

（２）成年後見制度の利用支援 

（３）苦情解決体制の整備 

（４）従業者に対する虐待の防止の啓発・普及するための研修の実施 

（５）虐待防止・身体拘束適正化委員会の設置 

このほかに定める事項については、「高齢者・障害者虐待防止マニュアル」に定めるものとします。 

 

７．苦情処理体制 

（１）当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談（お客様相談係） 

サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関するご相談、

利用者の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。 

○相談窓口   苦情受付担当者  管理者 三浦 一郎  

○受付時間   毎週月曜日～金曜日  ９：００～１７：００ 

○電話番号   ０１４４－８４－５３６６ 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

苫小牧市役所 

福祉部障がい福祉課 

・所 在 地 ： 苫小牧市旭町４丁目５番６号 

・電 話 番 号 ： ０１４４－３２－６３５６ 

・Ｆ Ａ Ｘ ： ０１４４－３２－６３５６ 

・Ｅ メ ー ル ： syougaifukusi@city.tomakomai.hokkaido.jp 

 

北海道福祉サービス 

運営適正化委員会 

 

・所 在 地 ： 札幌市中央区北 2 条西 7 丁目 

           北海道社会福祉総合センター 

・電話番号  ： ０１１－２０４－６３１０ 

・Ｆ Ａ Ｘ ： ０１１－２０４－６３１１ 

（３）苦情の受付 

①苦情受付担当者は、利用者、その家族、生年後見人、連帯保証人（以下「苦情申立人」と言

います。）からの苦情を受け付けます。 

この際、苦情受付担当者は、次の事項を書面に記録し、その内容について必要に応じて苦

情申立人に確認します。 

a 苦情の内容 

b 苦情申立人の希望 

②苦情受付担当者は、受け付けた苦情は全て苦情解決責任者に報告します。 

③苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員からの助言を受けて、受け付けた苦情に対す

る対応方針を定めます。 

④苦情受付担当者は、苦情申立人にその対応を説明します。 
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（４） 苦情相談体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．常時の連絡体制 

  営業日の営業時間内の連絡先  ０１４４－８４－５３６６ 

  上記以外の緊急時等の連絡先  ０８０－１８６９－４８５３ 

 

苦情申立人 

第三者委員 
苦情解決責任者 

理事長 佐藤 寛 

①苦情 

苦情受付担当者 

④説明 

②報告 

③助言 

③対応方針 
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                                      説明日：       年   月   日 

 

 

 

 

 

指定地域相談支援の提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

説明者   医療法人社団玄洋会 道央佐藤病院相談支援センター 

 

      職 種                        

 

氏 名                      

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定地域相談支援の提供開始に

同意しました。 

 

利用者  氏 名                        

 

 

利用者の代理人  氏 名                        

 

 

              続 柄                    

 

 


